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墨田区条例第８号 



   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年墨田区条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

 第１９条第４項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

 第２１条中「８時間」を「同項に規定する勤務時間を５で除して得た時間」に改め

る。 

 第２４条第１項第２号中「満２年」を「満１年」に改める。 

 第３０条第２項を次のように改める。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて教育委員会規則で

定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する

勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に１００分の７５（第９条第１項の

規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては１００分の９５）を乗じて

得た額の総額を超えてはならない。 

第３０条第４項中「給与月額」とあるのは、「給与月額」を「勤勉手当基礎額」と

あるのは「勤勉手当基礎額」に改め、「得た額」の次に「（以下「職務段階別加算

額」という。）を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別

加算額」を加える。 

第３１条第２項中「９，８００円」を「７，９００円」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （休職者等の給与の改正に伴う経過措置） 

２ この条例による改正後の第２４条第１項第２号の規定は、この条例の施行の日以

後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日か

ら引き続きこの条例による改正前の第２４条第１項第２号の規定により給与を支給

されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例

による。 

 （委任） 



３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定

める。 


